
 

 

令和 3 年度第 4 回 茨城支部評議会 議事概要 

 

開 催 日 令和 4 年 1 月 17 日 月曜日  15：00～17：00 

開 催 場 所 オンライン開催 

出 席 評 議 員  

潮田評議員、大谷評議員、日下部評議員、柴田評議員、野澤評議員、舟木評議員、谷萩評議員、 

葉評議員 

（五十音順） 

事 務 局  

支部長、企画総務部長、業務部長、企画総務グループ長、保健グループ長、業務グループ長、レセ

プトグループ長、企画総務グループ長補佐、企画総務主任、企画総務スタッフ 

議 題  

１． 令和 4 年度保険料率について 

２． 令和 4 年度茨城支部事業計画（案）について 

３． 令和 4 年度茨城支部保険者機能強化予算について 

４． インセンティブ制度の見直しに関する検討結果について 

議 事 概 要 

（主な意見等） 

 

１．令和 4 年度保険料率について 

 

 資料に基づき説明し、評議員よりご意見いただいた。 

 

【被保険者代表 A】 

 健全な財政基盤のため、保険料率 10％維持はやむを得ない。協会けんぽはセーフティネットであり、

安定的・継続的なものを求められている。少子高齢化の加速や新型コロナウイルス感染症の拡大等に

よる標準報酬月額の低下や保険料収入の低下が起きているため、より安定的な基盤が必要である。こ

ういったことを理解してもらうため、事業所や加入者に丁寧な説明が必要だ。可能な限り保険料率が

10％を超えないよう健康づくりに取り組むべきである。 

 

【学識経験者 A】 

 支部と本部の連携強化を図るとのことだが、具体的な取り組み内容はどういったものか。 

 

≪事務局≫ 

 本部が示したデータをもとに支部の弱みを洗い出し、それに基づいて事業計画を立てていく。事業

計画については本部とのヒアリングを行い、共有していく予定。また、本部に各支部の担当者を設ける

ことも予定しており、来年度から一部施行される。 

 

 

２．令和 4年度茨城支部事業計画（案）について 

３．令和 4年度茨城支部保険者機能強化予算について 



 

 

 

資料に基づき説明し、評議員よりご意見いただいた。 

 

【学識経験者 B】 

 来年度予算の協会単独の集団健診実施について、想定受診者数はどれくらいか。 

 

≪事務局≫ 

 年間 83,000 人～84,000 人が受診対象となっており、毎年 4～5 月に市町村の集団健診等で 3,000 人

～4,000 人が受診しているため、未受診者の約 80,000 人に受診勧奨を行う予定である。市町村の集団

健診の他に協会単独の健診も選択いただくことができるため、加入者の受診機会が増える。また、3％

～4％の受診率の上昇を見込んでいる。 

 

【議長】 

協会単独の集団健診についての広報はどう行っていくのか。 

 

≪事務局≫ 

 対象者に個別に案内をする予定である。その他の広報展開については未定だが、県内広報誌等を活

用して周知していくことを考えている。 

 

【事業主代表 A】 

 事業計画に「重要度」や「困難度」といった記載があるが、どういった意味か。 

  

≪事務局≫ 

国からの要望があり、独立行政法人に合わせた評価方法とするため、事業計画に盛り込むこととな

ったもの。 

 

【事業主代表 A】 

 支部独自で取り組んでいくことも重要であるが、支部独自の施策等の記載がない項目もあるのはな

ぜか。 

 

≪事務局≫ 

すべての項目に対して、施策等を記載しているわけではない。追記できる項目は再来年度対応して

いく。本部の意見も取り入れて事業計画を充実させていきたい。 

 

【事業主代表 A】 

 令和 3 年度支部保健事業予算の執行率が低いのはなぜか。 

 

≪事務局≫ 

これから請求が来るものもあり、今後、数字が上がる見込み。今後やるべきことがあれば執行し、無

駄なく予算を活用していきたい。 



 

 

【事業主代表 A】 

 健康づくり推進事業所の宣言について、茨城県商工会連合会でもできる限り協力していきたい。 

 

【事業主代表 B】 

 インセンティブ制度の上位支部の事業計画を参考にして、立案や議論はされているのか。 

 

≪事務局≫ 

 各支部の事業計画を把握しているわけではないが、各支部の好事例などは掲示板で共有されており、

積極的に取り入れていきたい。 

 

【事業主代表 C】 

 マイナンバーによるオンライン資格確認について、県内のマイナンバーカードが利用可能な医療機

関数や割合について教えていただきたい。 

 

≪事務協≫ 

 厚生労働省のホームページより、県内約 4,600 医療機関・薬局のうち、508 件の登録となっている。

昨年の 9 月末時点では、51 件だったため登録医療機関数は増加している。医療機関への促進は国が行

っているが、協会けんぽでも加入者にマイナンバーカードの保険証登録や利用の促進を行っていく。 

 

 

４．インセンティブ制度の見直しに関する検討結果について 

 

資料に基づき説明。評議員より質問等なし。 

 

 

特 記 事 項  

・傍聴者：なし 

 


